
�愛媛県規則第５６号
愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。
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愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３

号）の一部を次のように改正する。

第１条に見出しとして「（趣旨）」を付する。

第２条に見出しとして「（許可の基準）」を付し、同条中

「第５条第２項」を「第６条第２項」に改める。

第３条を削る。

第４条に見出しとして「（適用除外の基準）」を付し、同

条第２項中「正副２通」を「正本１通及びその写し１通」に

改め、同条第３項を削り、同条を第３条とする。

第４条の２に見出しとして「（堅ろうな既存広告物等の特

例）」を付し、同条第１項中「既存広告物の」を「既存広告

物等の」に改め、同条第２項中「第４条」を「第５条」に、

「第５条」を「第６条」に改め、同条を第４条とする。

第９条から第１２条までを削る。

第８条に見出しとして「（許可の更新の申請の期限）」を

付し、同条中「許可の」を「条例第６条第５項（条例第７条

第６項及び第１１条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による許可の」に改め、同条を第９条とし、同条の次に

次の３条を加える。

（広告物等を保管した場合の公示の場所）

第１０条 条例第２０条第１項第１号に規定する規則で定める場

所は、保管した広告物等が表示され、又は設置されていた

場所を管轄する地方局建設部又は土木事務所の掲示板とす

る。

（保管物件一覧簿）

第１１条 条例第２０条第２項に規定する規則で定める様式は、

保管物件一覧簿（様式第１０号）によるものとする。

２ 条例第２０条第２項に規定する規則で定める場所は、保管

した広告物等が表示され、又は設置されていた場所を管轄

する地方局建設部又は土木事務所とする。

（保管した広告物等を売却する場合の手続）

第１２条 条例第２２条第２項の保管した広告物等の売却の手続

は、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の定め

るところによる。

第７条中「広告物又は広告物を掲出する物件」を「広告物

等」に、「はりつけ」を「はり付け」に改め、同条を第８条

とする。

第６条の前に見出しとして「（許可証票等）」を付し、同

条第１項中「第５条第１項」を「第６条第１項」に、「様式

第６号」を「様式第８号」に、「様式第７号」を「様式第９

号」に改め、同条を第７条とする。

第５条に見出しとして「（申請又は届出）」を付し、同条

第１項第１号中「第５条第１項」を「第６条第１項」に改め

、同項第３号中「第１２条第１項」を「第１４条第１項」に、「

広告物等」を「広告物又は掲出物件（以下「広告物等」とい

う。）」に改め、同項第４号中「第１２条第２項」を「第１４条

第２項」に、「様式第４号の２」を「様式第５号」に改め、

同項第５号中「第１２条第３項」を「第１４条第３項」に、「様

式第４号の３」を「様式第６号」に改め、同項第６号中「第

１２条第４項」を「第１４条第４項」に、「第１５条第３項」を「

第１７条第３項」に、「様式第５号」を「様式第７号」に改め

、同条第２項を削り、同条を第６条とする。

第４条の３に見出しとして「（軽微な変更又は改造）」を

付し、同条第１号中「広告物等」を「掲出物件」に改め、同

条第２号中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改め
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、同条を第５条とする。

第１８条の見出し中「条例第５条第１項第１号に掲げる」を

削り、同条中「第２５条第１４号」を「第４８条第１８号」に、「第

４条第２項」を「第３条第２項」に改め、同条を第３１条とす

る。

第１７条に見出しとして「（認定の手続）」を付し、同条第

１項中「第２２条第１項第３号」を「第３９条第１項第５号」に

、「様式第１５号）を」を「様式第２２号）に次に掲げる書類を

添えて、」に改め、同項に次の各号を加える。

� 次項第１号の実務経験を証明する書類

� 過去５年以内に屋外広告物に関する法令に違反してい

ないことを誓約する書類

第１７条第２項中「の各号」を削り、同条第３項中「様式第

１６号」を「様式第２３号」に改め、同条を第２５条とし、同条の

次に次の５条を加える。

（標識の掲示）

第２６条 条例第４０条に規定する規則で定める事項は、次に掲

げる事項とする。

� 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

� 登録年月日

� 業務主任者の氏名

２ 条例第４０条に規定する標識は、屋外広告業者登録票（様

式第２４号）によるものとする。

（帳簿の記載事項等）

第２７条 条例第４１条に規定する営業に関する事項で規則で定

めるものは、次に掲げる事項とする。

� 注文者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及

び事務所の所在地）

� 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

� 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類

及び数量

� 表示又は設置の年月日

� 請負金額

� 業務主任者の氏名

２ 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気

ディスク等」という。）に記録され、必要に応じ屋外広告

業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明

確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて条例第４１

条の規定により屋外広告業者が備える帳簿（以下「帳簿」

という。）への記載に代えることができる。

３ 帳簿（前項の規定により記録が行われた同項のファイル

又は磁気ディスク等を含む。以下同じ。）は、広告物の表

示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

４ 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖

し、閉鎖後５年間営業所ごとに保存しなければならない。

（屋外広告業者監督処分簿）

第２８条 条例第４４条第１項に規定する規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。

� 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所（法人にあ

つては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在

地）並びに登録番号

� 処分の根拠となつた条例の条項

� 処分の原因となつた事実

� その他参考となる事項

２ 屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものと

し、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から５年間と

する。

３ 条例第４４条第２項の規定により屋外広告業者監督処分簿

を閲覧に供するため、土木部道路都市局都市計画課内に屋

外広告業者監督処分簿閲覧所を置く。

４ 第１９条第２項から第７項までの規定は、屋外広告業者監

督処分簿の閲覧について準用する。

（身分証明書）

第２９条 条例第４５条第２項に規定する身分を示す証明書は、

身分証明書（様式第２５号）によるものとする。

（許可手数料）

第３０条 条例第４７条第１項第１号の規定による手数料の額は

、別表第３のとおりとする。

第１６条に見出しとして「（屋外広告物講習会修了証明書の

交付）」を付し、同条中「様式第１４号」を「様式第２１号」に

改め、同条を第２４条とする。

第１５条に見出しとして「（講習会の課程の免除）」を付し

、同条第１項中「の各号」を削り、「第１３条第３号」を「第

２１条第３号」に改め、同項第３号中「第５４条第１項」を「第

４４条第１項」に改め、同条第２項中「同項各号」の下に「の

いずれか」を加え、同条を第２３条とする。

第１４条に見出しとして「（講習会の受講手続）」を付し、

同条中「様式第１３号」を「様式第２０号」に改め、同条を第２２

条とする。

第１３条に見出しとして「（講習会の開催）」を付し、同条

中「第２１条第１項」を「第３８条第１項」に改め、「の各号」

を削り、同条を第２１条とする。

第１２条の次に次の８条を加える。

（受領書）

第１３条 条例第２４条に規定する規則で定める様式は、受領書

（様式第１１号）によるものとする。

（身分証明書）

第１４条 条例第２５条第２項に規定する身分を示す証明書は、

身分証明書（様式第１２号）によるものとする。

（更新の登録の申請の期限）

第１５条 条例第３０条第３項の規定による更新の登録を受けよ

うとする者は、有効期間満了の日の３０日前までに当該更新

の登録を申請しなければならない。

（登録及び更新の登録の申請手続）

第１６条 条例第３１条第１項の規定による登録の申請は、屋外

広告業登録（更新登録）申請書（様式第１３号）により、正

本１通及びその写し１通を提出してしなければならない。

２ 前項の屋外広告業登録（更新登録）申請書は、県内に主

たる事務所を有する者にあつては、主たる事務所の所在地

を管轄する地方局長を経由しなければならない。

３ 条例第３１条第２項に規定する書面は、誓約書（様式第１４

号）によるものとする。

４ 条例第３１条第２項に規定する規則で定める書類は、次に

掲げるものとする。
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� 登録申請者（法人である場合にあつてはその役員を、

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であ

る場合にあつてはその法定代理人を含む。次号において

同じ。）の略歴を記載した書面

� 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

� 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証

明書

� 登録申請者が選任した業務主任者が条例第３９条第１項

各号のいずれかに該当することを証する書面

� 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又は

これに代わる書面

５ 前項第１号に規定する書面は、略歴書（様式第１５号）に

よるものとする。

（登録及び更新の登録の通知書）

第１７条 条例第３２条第２項の規定による通知は、屋外広告業

登録（更新登録）通知書（様式第１６号）によりするものと

する。

（登録事項の変更の届出の手続）

第１８条 条例第３４条第１項の規定による登録事項の変更の届

出は、屋外広告業登録事項変更届出書（様式第１７号）によ

り、正本１通及びその写し１通を提出してしなければなら

ない。

２ 前項の屋外広告業登録事項変更届出書は、県内に主たる

事務所を有する者にあつては、主たる事務所の所在地を管

轄する地方局長を経由しなければならない。

３ 第１項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合

において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは

、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

� 条例第３１条第１項第１号に掲げる事項の変更

ア 変更の届出をする者が個人である場合 住民票の抄

本又はこれに代わる書面

イ 変更の届出をする者が法人である場合 登記事項証

明書

� 条例第３１条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登

記の変更を必要とする場合に限る。） 登記事項証明書

� 条例第３１条第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事

項証明書並びに新たに役員となる者がある場合において

は、当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面

、第１６条第３項の誓約書及び同条第５項の略歴書

� 条例第３１条第１項第４号に掲げる事項の変更 住民票

の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに法定代理人と

なる者がある場合においては、当該法定代理人に係る第

１６条第３項の誓約書及び同条第５項の略歴書

� 条例第３１条第１項第５号に掲げる事項の変更 第１６条

第４項第４号及び第５号の書面

（屋外広告業者登録簿の閲覧）

第１９条 条例第３５条の規定により屋外広告業者登録簿（以下

「登録簿」という。）を閲覧に供するため、土木部道路都

市局都市計画課内に屋外広告業者登録簿閲覧所（以下「閲

覧所」という。）を置く。

２ 閲覧所の休業日は、愛媛県の休日を定める条例（平成元

年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日とする。

３ 閲覧所における閲覧時間は、県の執務時間とする。

４ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてあ

る屋外広告業者登録簿閲覧申込書（様式第１８号）に必要な

事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。

５ 前項の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者

」という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。

� 登録簿は、所定の場所で閲覧し、外へ持ち出さないこ

と。

� 登録簿を亡失し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれ

に加筆しないこと。

� 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

� 登録簿の閲覧を終わつたときは、確実に係員に返還す

ること。

� その他係員の指示に従うこと。

６ 知事は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するお

それがある場合には、その閲覧を禁止することがある。

７ 登録簿の閲覧は、無料とする。

（屋外広告業廃業等届出書）

第２０条 条例第３６条第１項の規定による届出は、屋外広告業

廃業等届出書（様式第１９号）により、正本１通及びその写

し１通を提出してしなければならない。

２ 前項の屋外広告業廃業等届出書は、県内に主たる事務所

を有する者にあつては、主たる事務所の所在地を管轄する

地方局長を経由しなければならない。

別表第１第１中「第５条第１項の」を「第６条第１項の」

に改め、同表第１の１の�中「美観風致」を「良好な景観及
び風致」に改め、同表第１の２の�中「はり札」を「はり札
等」に改め、同表第１の２の�中「立看板」を「立看板等」
に改め、同表第１の２の�のウの�中「条例第５条第１項第
６号の規定により」を削り、「平成２年国勢調査結果」を「

官報で公示された最近の国勢調査の結果（以下「国勢調査結

果」という。）」に改め、同表第１の２の�のウの�中「条
例第５条第１項第５号に掲げる区間及び同項第６号に掲げる

」を「道路及び鉄道等の知事が指定する区間並びに道路及び

鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する」に

、「平成２年度国勢調査結果」を「国勢調査結果」に改め、

同表第１の２の�中「旗及びのぼり」を「広告旗」に改める
。

別表第２中「第４条」を「第３条」に改める。

別表第３中「第１０条」を「第３０条」に改め、同表２の項種

別の欄中「はり札」を「はり札等」に改め、同表３の項同欄

中「立看板」を「立看板等」に改め、同表１２の項同欄中「旗

及びのぼり」を「広告旗」に改める。

様式第１号中「第４条」を「第３条」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注３中「届出年月日及び届出済番号」を「登

録年月日及び登録番号」に改める。

様式第２号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、同

様式（表）中「第４条第１項」を「第５条第１項」に、「第

５条第１項」を「第６条第１項」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９３



に、

「
許 可 期 間 年 月 日から 年 月 日まで を

」

「 許 可 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

許可手数料 （規則別表第３ に該当）
に

」

改め、同様式（表）注４中「届出年月日及び届出済番号」を

「登録年月日及び登録番号」に改め、同様式（裏）中「旗又

はのぼり」を「広告旗」に改め、「（愛媛県証紙ちよう付欄

）」を削る。

様式第３号中「第５条」を「第６条」に改め、同様式（表

）中

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注４中「届出年月日及び届出済番号」を「登

録年月日及び登録番号」に改め、同様式（裏）中「（愛媛県

証紙ちよう付欄）」を削る。

様式第４号中「第５条」を「第６条」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注２中「届出年月日及び届出済番号」を「登

録年月日及び登録番号」に改める。

様式第８号から様式第１２号までを削る。

様式第７号中「様式第７号」を「様式第７号（第７条関係

） 許可証印」に改め、同様式を様式第９号とする。

様式第９号の次に次の３様式を加える。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９４
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様式第１０号（第１１条関係） 保管物件一覧簿

保 管 物 件 一 覧 簿

整備番号
保管した広告物又は掲出物件 保管した広告物又は掲

出物件が表示され、又は

設置されていた場所

除却した

年月日時

保管を始めた

年月日時
保管の場所 備 考

名称又は種類 形状 数量

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９５



様式第１１号（第１３条関係） 受領書

受 領 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

受領者 氏 名
�
�
�
�

法人にあつては、その
�
�
�
�

�
名称及び代表者の氏名

電 話（ ） －

返還を受けた日時

返還を受けた場所

※整理番号

返還を
受けた
広告物
又は掲
出物件

名称又は種類

形状

数量

（返還を受けた金額）

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 受領者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。

３ ※印の欄は、記入しないこと。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９６



様式第１２号（第１４条関係） 身分証明書

（表）

第 号

身分証明書

下記の者は、愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第２５条第１項の規

定による立入検査等に従事する職員であることを証明する。

年 月 日

愛媛県知事 �

所 属

職 名

氏 名 年 月 日 生

（裏）

愛媛県屋外広告物条例（抜粋）

（報告徴収及び立入検査）

第２５条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若し

くは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求

め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立

ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９７



様式第６号中「様式第６号」を「様式第６号（第７条関係

） 許可証票」に改め、同様式を様式第８号とする。

様式第５号中「第５条」を「第６条」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注３中「届出年月日及び届出済番号」を「登

録年月日及び登録番号」に改め、同様式を様式第７号とする

。

様式第４号の３中「第５条」を「第６条」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注中「届出年月日及び届出済番号」を「登録

年月日及び登録番号」に改め、同様式を様式第６号とする。

様式第４号の２中「第５条」を「第６条」に、

「 屋外広告業の届出年月日
及び届出済番号

を
「 屋外広告業の登録年月日

及び登録番号」 」

に改め、同様式注２中「届出年月日及び届出済番号」を「登

録年月日及び登録番号」に改め、同様式を様式第５号とする

。

様式第１６号中「様式第１６号」を「様式第１６号（第２５条関係

） 認定書」に、「第２１条第１項」を「（昭和３９年愛媛県条

例第５０号）第３８条第１項」に改め、同様式を様式第２３号とす

る。

様式第１５号中「第１７条」を「第２５条」に、「申込者」を「

申請者」に、「第２２条第１項第３号」を「（昭和３９年愛媛県

条例第５０号）第３９条第１項第５号」に改め、同様式注に次の

ように加える。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 営業所における屋外広告物の表示又は屋外広告物

を掲出する物件の設置の責任者として５年以上の経

験を有することを証明する書類

� 過去５年以内に屋外広告物に関する法令に違反し

ていないことを誓約する書類

様式第１５号を様式第２２号とする。

様式第１４号中「様式第１４号」を「様式第１４号（第２４条関係

） 屋外広告物講習会修了証明書」に、「第２１条第１項」を

「（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３８条第１項」に改め、同

様式を様式第２１号とする。

様式第１３号中「第１４条」を「第２２条」に改め、同様式を様

式第２０号とする。

様式第１２号の次に次の７様式を加える。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９８



様式第１３号（第１６条関係） 屋外広告業登録（更新登録）申請書

屋外広告業登録（更新登録）申請書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

申請者 氏 名 �
�
��

法人にあつては、その��
��

�
名称及び代表者の氏名

電 話（ ） －

登録の種類
新 規
更 新

※登録番号 第 号

※登録年月日 年 月 日

ふ り が な
氏 名

�
�
�
法人にあつては、その��

�名称、代表者の氏名

住 所

郵便番号（ － ）

電話番号（ ） －

１ 愛媛県の区域内において
営業を行う営業所の名称及
び所在地

営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号

２ 業務主任者の氏名及び所
属する営業所の名称

所属営業所名
ふ り が な
氏 名

摘 要

３ 申請者が法人である場合
は、役員（業務を執行する社
員、取締役、執行役又はこれ
らに準ずる者）の職氏名

役職名・呼称
ふ り が な
氏 名

４ 申請者が未成年者である
場合は、法定代理人の氏名
及び住所

ふりがな

氏 名

住 所

郵便番号（ － ）

電話番号（ ） －

５ 他の地方公共団体におけ
る登録状況

登録を受けた地方公共団体 登録年月日 登録番号

（愛媛県証紙ちよう付欄）

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ ※印のある欄には初回登録の場合、記入しないこと。

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 誓約書（様式第１４号）

	 申請者（法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であ

る場合にあつてはその法定代理人を含む。）の略歴を記載した書面（様式第１５号）


 申請者（法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であ

る場合にあつてはその法定代理人を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書面

� 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

� 申請者が選任した業務主任者が愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３９条第１項各号の

いずれかに該当することを証する書面

 申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

６９９



様式第１４号（第１６条、様式第１３号関係） 誓約書

誓 約 書

登録申請者、その役員及び法定代理人は、愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３３条第１項

各号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

年 月 日

申請者 氏 名 �
�
�
法人にあつては、その �

�
�

�
名称及び代表者の氏名

愛媛県知事 殿

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７００



様式第１５号（第１６条、様式第１３号関係） 略歴書

略 歴 書

（法人の役員・本人・法定代理人）

住 所

氏 名 �

年 月 日生

次のとおり相違ありません。

職

歴

期 間
職 務 内 容 勤 務 先

年 月 ～ 年 月

行
政
処
分
等

年 月 日 行 政 処 分 等 の 内 容

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 記名押印に代えて署名することができる。

４ 「行政処分等」の欄には、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）に基づく条例若しくはこれに基づ

く処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴又は同法に基づく条例の規定による処分を受けた経歴

について記入すること。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０１



様式第１６号（第１７条関係） 屋外広告業登録（更新登録）通知書

屋外広告業登録（更新登録）通知書

年 月 日

様

愛媛県知事 �

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０２



様式第１７号（第１８条関係） 屋外広告業登録事項変更届出書

屋外広告業登録事項変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

氏 名 �
�
�
�
�

法人にあつては、その名称
�
�
�
�

及び代表者の氏名

電 話（ ） －

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

ふ り が な
氏 名

�
�
�
�

法人にあつては、その
�
�
�
�

名称及び代表者の氏名

住 所

郵便番号（ － ）

電話番号（ ） －

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０３



様式第１８号（第１９条関係） 屋外広告業者登録簿閲覧申込書

屋外広告業者登録簿閲覧申込書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所
氏 名 �

屋外広告業者の
名称又は氏名

注 記名押印に代えて署名することができる。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０４



様式第１９号（第２０条関係） 屋外広告業廃業等届出書

屋外広告業廃業等届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住 所

氏 名 �

�
�
�
�

法人にあつては、その名称及び �
�
�
�

代表者の氏名

電 話（ ） －

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

ふ り が な
氏 名

�
�
�
�

法人にあつては、その
�
�
�
�

名称及び代表者の氏名

住 所
郵便番号（ － ）

電話番号（ ） －

届 出 の 理 由
１ 死亡 ２ 合併による消滅 ３ 破産手続開始の決定による解散

４ 解散（２又は３に該当する場合を除く。） ５ 廃止

届出の理由の生じた日

屋外広告業者と
届出人との関係

１ 相続人 ２ 元役員 ３ 破産管財人

４ 清算人 ５ 屋外広告業者であつた個人又は法人の役員

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０５



様式第２３号の次に次の２様式を加える。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０６



様式第２４号（第２６条関係） 屋外広告業者登録票

３５セ ン チ
メ ー ト ル
以 上

屋 外 広 告 業 者 登 録 票

名称又は氏名

法人にあつては、代表者の
氏名

登録番号 第 号

登録年月日 年 月 日

営業所の名称

業務主任者の氏名

４０センチメートル以上

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０７



様式第２５号（第２９条関係） 身分証明書

（表）

第 号

身分証明書

下記の者は、愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第４５条第１項の規定

による立入検査等に従事する職員であることを証明する。

年 月 日

愛媛県知事 �

所 属

職 名

氏 名 年 月 日生

（裏）

愛媛県屋外広告物条例（抜粋）

（報告徴収及び立入検査）

第４５条 知事は、屋外広告業者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務に

つき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることがで

きる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号

７０８



告 示

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県屋

外広告物条例施行規則（以下「旧規則」という。）様式第

１号から様式第３号まで及び様式第１５号の規定による申請

書は、改正後の愛媛県屋外広告物条例施行規則（以下「新

規則」という。）様式第１号から様式第３号まで及び様式

第２２号の規定による申請書とみなす。

３ この規則施行の際現に旧規則第１６条又は第１７条第３項の

規定により交付されている屋外広告物講習会修了証明書又

は認定書は、新規則第２４条又は第２５条第３項の規定により

交付された屋外広告物講習会修了証明書又は認定書とみな

す。

４ この規則施行の際現にある旧規則の様式の規定による書

類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することがで

きる。

�������
�愛媛県告示第１３４２号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第

８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、

平成１７年度分の補助金から適用する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項�の表農業委員会に要する経費の部農地情報
利用効率化対策事業に要する経費の項、同部農業委員会等活

動強化対策事業に要する経費の項及び同表県農業会議に要す

る経費の部事務に要する経費の項を削り、同条第３項第１号

中「、農地情報利用効率化対策事業に要する経費、農業委員

会等活動強化対策事業に要する経費」を削り、同項第２号中

「、事務に要する経費」を削る。

第５条第２項中「５部」を「１部」に改める。

様式第２号の�中６及び７を削り、８を６とし、９を７と
する。

様式第２号の�中３から５までを削り、６を３とし、７を
４とする。

様式第３号の��の表区分の欄４中�及び�を削り、�を
�とする。
様式第３号の��の表区分の欄中５及び６を削り、７を５

とし、同様式注３を削る。

様式第８号の�中５及び６を削り、７を５とし、同様式８
の表業務費の部農地情報利用効率化対策事業費の項及び同部

農業委員会等活動強化対策事業費の項を削り、同様式中８を

６とし、９を７とする。

様式第８号の�中４から６までを削り、７を４とし、８を
５とする。

様式第９号の��の表４の項中�及び�を削り、�を�と
する。

様式第９号の��の表中

５ 業 務 費

� 農地情報利用効率化

対策事業費

� 農業委員会活動強化

対策事業費

ア 農業委員及び職員

等の研修会等

イ 農業委員会組織業

務効率化

� 連携強化推進体制整

備事業費

６ 事 務 運 営 費 等

� 会 議 員 旅 費

� 連 絡 旅 費

� 事 務 費

７ その他の事業費

農地地図情報システム

濃密指導員謝金 円

共有ネットワーク濃密

指導員謝金 円

その他 円

会議所総会出席旅費

円

会長会議出席旅費 円

職員旅費 円

会議開催費 円

運営事務費 円
もう

啓蒙宣伝費 円

「

」

を
５ その他の事業費「 」

に改める。

�������
�愛媛県告示第１３４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町大字安井土地改良区（新名称・小松町

�愛媛県告示第１３４１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２２９１４０ 社会福祉法人野村町社会福祉協会
西予市野村町野村８
号４６７番地 池 田 忠 幸 知的障害者地

域生活援助
グループホーム「そ
よかぜ」

西予市野村町野村１２
号６６６番地

平成１７年
６月２２日
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安井土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町第二土地改良区（新名称・小松町第二

土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町大字妙口土地改良区（新名称・小松町

妙口土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町大字明穂土地改良区（新名称・小松町

明穂土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町第一土地改良区（新名称・小松町第一

土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町第六土地改良区（新名称・小松町第六

土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市宇和町信里、伊延西及び平野並びに西予市明

浜町田之浜、高山及び俵津地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・東宇和

西部地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年７月４日から８月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１３５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市宇和町伊延東及び伊延西地域に係る県営土地

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次の

とおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・東宇和西部地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年７月４日から８月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１３５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市宇和町久保、河内、伊延東、伊延西、加茂、

岩木、山田、野田、小野田、田野中及び新城地域に係る県営

土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、

次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・東宇和西部地区

）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年７月４日から８月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１３５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、東温市から協議のあった市営土地改良事業（ほ

場整備事業・樋口地区）の施行に平成１７年６月２０日同意した

。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３５３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号
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許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年７月１日から７月１４日まで

�������
�愛媛県告示第１３５４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年７月１日から７月１４日まで

�������
�愛媛県告示第１３５５号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。ただし

、改正後の愛媛県工事執行規程第７条の規定は、同日以後に

入札の通知を行う工事について適用し、同日前に入札の通知

を行った工事については、なお従前の例による。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第７条ただし書中「（以下「低入札価格調査」という。）

を受けた者のうち、低入札価格調査に係る工事（知事部局以

外の県の土木工事及び建築工事等を含む。）を施工中の者又

は入札の期日から起算して過去１年以内に低入札価格調査を

受けた者との」を「に係る」に改める。

�������
�愛媛県告示第１３５６号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

支流
ヨモノコチ川

右岸 八幡浜市川上町川名津戊２０２番２地先から
同市川上町川名津甲１６０番３地先まで

左岸 八幡浜市川上町川名津戊２２２番２地先から
同市川上町川名津甲１５４番地先まで

支流
ムカイ川

右岸 八幡浜市川上町川名津戊３７０番地先から同
市川上町川名津甲８７番１地先まで

左岸 八幡浜市川上町川名津戊４３４番地先から同
市川上町川名津甲８６番地先まで

幹流
宮川

右岸 八幡浜市川上町川名津甲７４５番２地先から
同市川上町川名津甲９２０番地先まで

左岸 八幡浜市川上町川名津甲７０５番１地先から
同市川上町川名津甲１０２３番地先まで

幹流
田之浦川

右岸 八幡浜市川上町上泊甲６０６番１地先から同
市川上町上泊甲６４８番１地先まで

左岸 八幡浜市川上町上泊甲６０２番１地先から同
市川上町上泊甲６４７番１地先まで

小々支流
ヒトカシ川

右岸 八幡浜市大字八代乙４６２番１地先から同市
大字八代１６３番地先まで

左岸 八幡浜市大字八代３８９番１地先から同市大
字八代乙３９３番３地先まで

支流
梶谷川

右岸 八幡浜市日土１番耕地３１７番地先から同市
日土１番耕地３０５番２地先まで

左岸 八幡浜市日土１番耕地２７５番地先から同市
日土１番耕地２７１番１地先まで

支流
七ノ川

右岸 八幡浜市日土５番耕地１３６１番地先から同市
日土５番耕地２０００番地先まで

左岸 八幡浜市日土５番耕地１３６５番地先から同市
日土５番耕地１５１９番地先まで

支流
福岡川

右岸 八幡浜市日土５番耕地２５０５番３地先から同
市日土５番耕地２６２８番地先まで

左岸 八幡浜市日土５番耕地２５０３番地先から同市
日土５番耕地２３８０番地先まで

支流
アイカワ川

右岸 八幡浜市日土５番耕地３８６９番地先から同市
日土５番耕地３５１１番１地先まで

左岸 八幡浜市日土５番耕地３２１０番２地先から同
市日土５番耕地２６５２番地先まで

支流
ムシロダ川

右岸 八幡浜市日土７番耕地４０１７番２地先から同
市日土７番耕地４０５２番地先まで

左岸 八幡浜市日土７番耕地４０１０番２地先から同
市日土７番耕地４０４９番地先まで

小支流
ノヂ川

右岸 八幡浜市日土７番耕地３９６４番地先から同市
日土６番耕地２５２９番地先まで

左岸 八幡浜市日土７番耕地３９８２番地先から同市
日土６番耕地２８１３番地先まで

小支流
山神坊川

右岸 八幡浜市日土７番耕地４１２２番地先から同市
日土６番耕地２４３５番地先まで

左岸 八幡浜市日土６番耕地２４７２番地先から同市
日土６番耕地２５２２番１地先まで

支流
大谷川

右岸 八幡浜市大字栗野浦２８番１地先から同市広
瀬１３５６番１地先まで

左岸 八幡浜市大字栗野浦６９番１地先から同市大
谷口１０９０番１地先まで

支流
当当当川

右岸 八幡浜市大字栗野浦１５３番３地先から同市
大谷口１０７１番２地先まで

左岸 八幡浜市大字栗野浦１５３番１地先から同市
大字栗野浦２６８番１地先まで

幹流
宮ノ浦川

右岸 八幡浜市大字栗野浦４７０番２地先から同市
栗野浦５７２番２地先まで

左岸 八幡浜市大字栗野浦４６９番１０地先から同市
大字栗野浦５７３番１地先まで

幹流
中袋川

右岸 八幡浜市大字栗野浦４８９番地先から同市栗
野浦４８４番１地先まで

左岸 八幡浜市大字栗野浦乙２６番４地先から同市
大字栗野浦４９５番１地先まで

小支流
坂田川

右岸 八幡浜市矢野町４４０番３地先から同市矢野
町４４８番４地先まで

左岸 八幡浜市大字五反田１番耕地１番４地先か
ら同市大字五反田１番耕地１番４地先まで
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�愛媛県告示第１３５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 名駒友浦線
今治市吉海町名駒５４２番３から

同町名駒５４６番２まで
平成１７年７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市鷹子町８３８番８から

同町９０３番１地先まで

旧 ７．６～８．４ ０．１５６

新 ７．８～１７．８ ０．１５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市鷹子町８３８番９から

同町９０３番１地先まで
平成１７年７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡久万高原町渋草１３０７番
旧 １０．５～１８．５ ０．０５１

新 １５．０～２４．５ ０．０５１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 名駒友浦線
今治市吉海町名駒５４２番３から

同町名駒５４６番２まで

旧 ３．０～３．４ ０．０７８

新 ３．０～３．４
７．２～４６．０

０．０７８
０．０６７
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�愛媛県告示第１３６２号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の

規定により、次のとおり土地区画整理組合の事業計画の変更

を認可した。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可

の年月日

� 土地区画整理組合の名称

大洲市東若宮土地区画整理組合

� 事務所の所在地

大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市役所内

� 設立認可の年月日

平成１２年４月７日

２ 変更の内容

� 事業施行期間

変 更 前 平成１２年４月７日から平成１９年３月３１日まで

変 更 後 平成１２年４月７日から平成１８年３月３１日まで

３ 変更認可の年月日

平成１７年７月１日

�������
�愛媛県告示第１３６３号
愛媛県屋外広告物審議会規程（昭和３６年２月愛媛県告示第

１３８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する

。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「第２４条」を「第４６条」に改め、同条第１号中「

第４条第１項第１号」を「第５条第１項第１号」に、「第６

号まで、第１０号、第１１号、第１５号及び第１６号」を「第８号ま

で、第１２号、第１３号、第１７号及び第１８号」に改め、「、第５

条第１項第１号、第５号から第８号」を削り、「第７条第１

項第４号」の下に「並びに愛媛県屋外広告物条例施行規則（

昭和３９年愛媛県規則第９３号）別表第１第１の２の�のウの�
及び�」を加え、同条第２号中「第５条第３項」を「第６条
第３項」に改め、同条第３号中「第１３条、第１４条及び第１６条

」を「条例第１５条、第１６条及び第１８条」に改め、同条第４号

中「第１９条の２第１項」を「第２７条第１項」に改める。

�������
�愛媛県告示第１３６４号
知事が定める地域等の指定（昭和３９年１２月愛媛県告示第１１

１１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

前文中「という。）」の下に、「及び愛媛県屋外広告物条

例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号。以下「規則」とい

う。）」を加える。

１中「第４条第１項第１号」を「第５条第１項第１号」に

改める。

２中「第４条第１項第１０号」を「第５条第１項第１２号」に

改める。

３中「第４条第１項第１１号」を「第５条第１項第１３号」に

改める。

４中「第４条第１項第１５号」を「第５条第１項第１７号」に

改める。

５中「第４条第１項第１６号」を「第５条第１項第１８号」に

改める。

６中「第４条第２項第１０号」を「第５条第２項第１０号」に

改める。

７を次のように改める。

７ 条例第７条第１項第４号の規定により指定する公益上

必要な施設又は物件

� 防犯灯及び街路灯

� 公園等のベンチ

� 児童の遊戯施設

� 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）に規定する案

内標識

８中「条例第５条第１項第６号」を「規則別表第１第１の

２の�のウの�」に改める。
９を次のように改める。

９ 規則別表第１第１の２の�のウの�の規定により指定
する区間

道路及び鉄道等の名称 指定区間

一般国道１１号 県内の全区間

一般国道３３号 県内の全区間

一般国道５６号 県内の全区間

一般国道１９２号 県内の全区間

一般国道１９４号 県内の全区間

一般国道１９６号 全区間

一般国道１９７号 県内の全区間

一般国道３１７号 県内の全区間

県道新居浜角野線 全区間

県道壬生川新居浜野田
線

全区間

県道東予玉川線
越智郡玉川町道温泉線との
交点から一般国道３１７号と
の交点までの区間

県道今治波止浜線 全区間

四国旅客鉄道株式会社
予讃線

県内の全区間

四国旅客鉄道株式会社
予土線

県内の全区間

四国旅客鉄道株式会社
内子線

全区間

伊予鉄道株式会社各路
線

全区間

愛 媛 県 報平成１７年７月１日 第１６７２号
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訓 令

�愛媛県訓令第１２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第２県民生活課の表３の部中１４の項を１６の項とし、

１３の項を１５の項とし、１２の項を１４の項とし、同部１１の項事

項の欄中「第２４条第２項」を「第２６条第２項」に改め、同

項を同部１３の項とし、同部１０の項同欄中「第２３条第１項」

を「第２５条第１項」に改め、同項を同部１２の項とし、同部

中９の項を１１の項とし、４の項から８の項までを２ずつ繰

り下げ、３の項の次に次のように加える。

４ 不適正な取引行為に対する指導又は
勧告（第２１条）

○

５ 不適正な取引行為の消費者への周知
（第２２条）

○

別表第２都市計画課の表４の部１の項事項の欄中「第１９

条の２第１項」を「第２７条第１項、第４項」に改め、同部

２の項同欄中「第１９条の２第１項」を「第２７条第１項」に

改め、同部３の項同欄中「第１９条の４」を「第２９条」に改

め、同部４の項を次のように改める。

４ 屋外広告業者に関すること。

� 登録の申請の受理（県外に主たる
事務所を有する屋外広告業者に係る
ものに限る。）（第３１条）

○

� 登録の実施及び拒否（第３２条、第
３３条）

○

� 変更の届出の受理（県外に主たる
事務所を有する屋外広告業者に係る
ものに限る。）（第３４条）

○

� 変更の届出に係る登録及び拒否（
第３４条第２項）

○

� 登録簿の閲覧（第３５条） ○

� 廃業等の届出の受理（県外に主た
る事務所を有する屋外広告業者に係
るものに限る。）（第３６条第１項）

○

� 登録の抹消（第３７条） ○

� 指導、助言及び勧告（第４２条） ○

	 登録の取消し及び事業の停止命令
（第３３条第２項、第４３条）

○


 監督処分簿の閲覧（第４４条第２項
）

○

別表第２都市計画課の表４の部５の項を削り、同部６の

項事項の欄中「規則第１６条」を「愛媛県屋外広告物条例施

行規則（以下この部において「規則」という。）第２４条」

に改め、同項を同部５の項とし、同部７の項同欄中「第２２

条第１項第３号」を「第３９条第１項第５号」に、「第１７条

第３項」を「第２５条第３項」に改め、同項を同部６の項と

し、同部８の項同欄中「第２４条」を「第４６条」に改め、同

項を同部７の項とする。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２県民生活課の表８の部中９の項を１０の項とし、

同部８の項事項の欄中「第２４条第２項」を「第２６条第２項

」に改め、同項を同部９の項とし、同部中７の項を８の項

とし、２の項から６の項までを１ずつ繰り下げ、１の項の

次に次のように加える。

２ 不適正な取引行為に対する指導（第２１
条）

○

別表第２管理課の表２２の部１の項を次のように改める。

１ 屋外広告業者の登録に関すること（県
内に主たる事務所を有する屋外広告業者
に係るものに限る。）。

� 登録の申請の受理（第３１条） ○

� 変更の届出の受理（第３４条） ○

� 廃業等の届出の受理（第３６条） ○

別表第２管理課の表２２の部中１の項の次に次のように加

える。

２ 屋外広告業者に対する報告徴収及び立
入検査（第４５条）

○

別表第４用地管理課の表２７の部１の項を次のように改め

る。

１ 屋外広告業者の登録に関すること（県
内に主たる事務所を有する屋外広告業者
に係るものに限る。）。

� 登録の申請の受理（第３１条） ○

� 変更の届出の受理（第３４条） ○

� 廃業等の届出の受理（第３６条） ○

別表第４用地管理課の表２７の部中１の項の次に次のよう

に加える。

２ 屋外広告業者に対する報告徴収及び立
入検査（第４５条）

○

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第１３条第２項第２０号の次に次の１号を加える。

�の２ 愛媛県消費生活条例第２１条の規定に基づく不適

正な取引行為に対する指導に関すること。

第１３条第２項中第２３号の５を第２３号の６とし、第２３号の

４の次に次の１号を加える。

注１ 道路の区間は、供用開始されている部分に限る。
２ 松山市の区域に係るものを除く。
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公 告

公営企業公告
�の５ 愛媛県消費生活条例施行規則第２６条第２項の規

定に基づく処理の経過及び結果の通知に関すること。

第１３条第５項第４５号を次のように改める。

� 愛媛県屋外広告物条例第３１条の規定に基づく登録の

申請の受理に関すること（県内に主たる事務所を有す

る屋外広告業者に係るものに限る。）。

第１３条第５項第４５号の次に次の３号を加える。

�の２ 愛媛県屋外広告物条例第３４条の規定に基づく変

更の届出の受理に関すること（県内に主たる事務所を

有する屋外広告業者に係るものに限る。）。

�の３ 愛媛県屋外広告物条例第３６条の規定に基づく廃

業等の届出の受理に関すること（県内に主たる事務所

を有する屋外広告業者に係るものに限る。）。

�の４ 愛媛県屋外広告物条例第４５条の規定に基づく屋

外広告業者に対する報告徴収及び立入検査に関するこ

と。

第１６条第１項第２６号を次のように改める。

� 愛媛県屋外広告物条例第３１条の規定に基づく登録の

申請の受理に関すること（県内に主たる事務所を有す

る屋外広告業者に係るものに限る。）。

第１６条第１項第２６号の次に次の３号を加える。

�の２ 愛媛県屋外広告物条例第３４条の規定に基づく変

更の届出の受理に関すること（県内に主たる事務所を

有する屋外広告業者に係るものに限る。）。

�の３ 愛媛県屋外広告物条例第３６条の規定に基づく廃

業等の届出の受理に関すること（県内に主たる事務所

を有する屋外広告業者に係るものに限る。）。

�の４ 愛媛県屋外広告物条例第４５条の規定に基づく屋

外広告業者に対する報告徴収及び立入検査に関するこ

と。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１７年６月２３日あったので公

表する。

平成１７年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１７年度夏季一時金、その他に関する事項

２ 日時 平成１７年７月６日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

四国中央市上柏町字柱尾１２
８５番５

宅地 ４３６．６８� ９，６２０，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

平成１７年７月２２日（金）午後２時

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年８月１日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県四国中央市上柏町１２９０番地

銅山川発電所

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
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入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

今治市南日吉町三丁目甲２３
２番７

宅地 ２９１．５５� １６，４７８，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

平成１７年７月１５日（金）午後２時

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年７月２５日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県今治市石井町四丁目５の５

愛媛県立今治病院

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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